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児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援

■基本報酬

■■■■ 児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターセンターセンターセンター（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） ■■■■ 児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターセンターセンターセンター以外以外以外以外（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定））））
・難聴児・重症心身障害児以外 737～976単位 ・重症心身障害児以外 364～620単位
・難聴児 900～1,220単位 ・重症心身障害児 699～1,608単位
・重症心身障害児 798～1,152単位

■主な加算

児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算（（（（６６６６～～～～１２１２１２１２単位単位単位単位））））
→ 児童指導員、保育士の有資格者等を配置した場
合に加算。

※児童発達支援センター及び主として重症心身障
害児を通わせる事業所を除く。

延長支援加算延長支援加算延長支援加算延長支援加算
障害児障害児障害児障害児（（（（重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外のののの場合場合場合場合））））
（（（（61616161～～～～123123123123単位単位単位単位））））
重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児のののの場合場合場合場合（（（（128128128128～～～～256256256256単位単位単位単位））））

→ 営業時間が8時間以上であり、営業時間
の前後の時間において支援を行った場合に
加算。

事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算（（（（35353535単位単位単位単位））））
→ 事業所内での障害児とその家族等に対
する相談援助を行った場合に加算（月１回を
限度）。

○○○○ 対象者対象者対象者対象者

■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。

○○○○ 主主主主なななな人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

■■■■ 児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターセンターセンターセンター
・児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上

■■■■ 児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターセンターセンターセンター以外以外以外以外
・指導員又は保育士 10:2以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上

○○○○ 報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 3,198（国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 75,011（国保連平成27年３月実績）
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医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援

■基本報酬

■■■■ 医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援センターセンターセンターセンター ■■■■ 指定指定指定指定発達支援発達支援発達支援発達支援医療機関医療機関医療機関医療機関
・肢体不自由児 333単位 ・肢体不自由児 333単位
・重症心身障害児 445単位 ・重症心身障害児 445単位

■主な加算

保育職員加配加算保育職員加配加算保育職員加配加算保育職員加配加算（（（（50505050単位単位単位単位））））
→ 定員21人以上の医療型児童発達支援事業所にお
いて、児童指導員又は保育士を加配した場合に加算。

延長支援加算延長支援加算延長支援加算延長支援加算
障害児障害児障害児障害児（（（（重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外のののの場合場合場合場合））））
（（（（61616161～～～～123123123123単位単位単位単位））））
重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児のののの場合場合場合場合（（（（128128128128～～～～256256256256単位単位単位単位））））

→ 営業時間が8時間以上であり、営業時間
の前後の時間において支援を行った場合に
加算。

事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算（（（（35353535単位単位単位単位））））
→ 事業所内での障害児とその家族等に対
する相談援助を行った場合に加算（月１回を
限度）。

○○○○ 対象者対象者対象者対象者

■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。

○○○○ 主主主主なななな人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。

■ 児童指導員 1人以上
■ 保育士 1人以上
■ 看護師 １人以上
■ 理学療法士又は作業療法士 １人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○○○○ 報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 101（国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 2,623（国保連平成27年３月実績） 2
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放課後等放課後等放課後等放課後等デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス放課後等放課後等放課後等放課後等デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

■基本報酬

■■■■ 授業終了後授業終了後授業終了後授業終了後（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） ■■■■ 休業日休業日休業日休業日（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定））））
・重症心身障害児以外 276～473単位 ・重症心身障害児以外 359～611単位
・重症心身障害児 577～1,329単位 ・重症心身障害児 699～1,608単位

■主な加算

児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算児童指導員等配置加算
授業終了後授業終了後授業終了後授業終了後にににに行行行行うううう場合場合場合場合（（（（4444～～～～9999単位単位単位単位））））
休業日休業日休業日休業日にににに行行行行うううう場合場合場合場合（（（（6666～～～～12121212単位単位単位単位））））

→ 児童指導員、保育士の有資格者等を配置した場
合に加算。

※主として重症心身障害児を通わせる事業所を除
く。

延長支援加算延長支援加算延長支援加算延長支援加算
障害児障害児障害児障害児（（（（重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外重症心身障害児以外のののの場合場合場合場合））））
（（（（61616161～～～～123123123123単位単位単位単位））））
重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児のののの場合場合場合場合（（（（128128128128～～～～256256256256単位単位単位単位））））

→ 営業時間が8時間以上であり、営業時間
の前後の時間において支援を行った場合に
加算。

事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算事業所内相談支援加算（（（（35353535単位単位単位単位））））
→ 事業所内での障害児とその家族等に対
する相談援助を行った場合に加算（月１回を
限度）。

○○○○ 対象者対象者対象者対象者

■ 学校教育法第1条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。

○○○○ 主主主主なななな人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の
施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の
促進その他必要な支援を行う。

■ 指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○○○○報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 5,815 （国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 94,978（国保連平成27年３月実績） 3

保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援

■基本報酬

916単位

■主な加算

訪問支援員特別加算訪問支援員特別加算訪問支援員特別加算訪問支援員特別加算（（（（375375375375単位単位単位単位））））
→ 作業療法士や理学療法士、保育士等の専門性の高い職員を配置し
た場合に加算。

利用者負担上限額管理加算利用者負担上限額管理加算利用者負担上限額管理加算利用者負担上限額管理加算（（（（150150150150単位単位単位単位））））
→ 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算。

○○○○ 対象者対象者対象者対象者

■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な
支援が必要と認められた障害児。

○○○○ 人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○○○○報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 312（国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 1,670（国保連平成27年３月実績）
4
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福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設

■基本報酬

■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして知的障害児知的障害児知的障害児知的障害児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 435435435435～～～～740740740740単位単位単位単位
■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 571571571571～～～～735735735735単位単位単位単位
■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして盲児盲児盲児盲児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 419419419419～～～～679679679679単位単位単位単位
■■■■ 主主主主としてろうあとしてろうあとしてろうあとしてろうあ児児児児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 418418418418～～～～675675675675単位単位単位単位
■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして肢体不自由児肢体不自由児肢体不自由児肢体不自由児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設（（（（利用定員利用定員利用定員利用定員にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 681681681681～～～～715715715715単位単位単位単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算児童発達支援管理責任者専任加算児童発達支援管理責任者専任加算児童発達支援管理責任者専任加算（（（（7777～～～～148148148148単位単位単位単位））））
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。

小規模小規模小規模小規模グループケアグループケアグループケアグループケア加算加算加算加算（（（（240240240240単位単位単位単位））））
→ 障害児に対して、小規模なグループによ
るケアを行った場合に加算。

福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算（（（（4444～～～～10101010単位単位単位単位））））
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の
資格保有状況に応じて加算、➁児童指導員
又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上
又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上。

○○○○ 主主主主なななな人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の
指導及び知識技能の付与を行う。

■■■■ 児童指導員及児童指導員及児童指導員及児童指導員及びびびび保育士保育士保育士保育士
・主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上
・主として盲児又はろうあ児を入所させる施設

乳児又は幼児 4:1以上
少年 5:1以上

・主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上

■■■■ 児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者 1111人以上人以上人以上人以上

○○○○報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 192（国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 1,844（国保連平成27年３月実績）
5

医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設

■基本報酬

■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設 323323323323単位単位単位単位（（（（有期有目的有期有目的有期有目的有期有目的のののの支援支援支援支援をををを行行行行うううう場合場合場合場合（（（（入所日数入所日数入所日数入所日数にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 291291291291～～～～355355355355単位単位単位単位））））

■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして肢体不自由児肢体不自由児肢体不自由児肢体不自由児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設 148148148148単位単位単位単位（（（（有期有目的有期有目的有期有目的有期有目的のののの支援支援支援支援をををを行行行行うううう場合場合場合場合（（（（入所日数入所日数入所日数入所日数にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 133133133133～～～～163163163163単位単位単位単位））））

■■■■ 主主主主としてとしてとしてとして重症心身児重症心身児重症心身児重症心身児をををを入所入所入所入所させるさせるさせるさせる施設施設施設施設 880880880880単位単位単位単位（（（（有期有目的有期有目的有期有目的有期有目的のののの支援支援支援支援をををを行行行行うううう場合場合場合場合（（（（入所日数入所日数入所日数入所日数にににに応応応応じたじたじたじた単位単位単位単位をををを設定設定設定設定）））） 792792792792～～～～968968968968単位単位単位単位））））

■主な加算

心理担当職員配置加算心理担当職員配置加算心理担当職員配置加算心理担当職員配置加算（（（（26262626単位単位単位単位））））
→ 心理担当職員を配置している場合に加算。

※主として重症心身障害児を入所させる施設及び
指定発達支援医療機関を除く。

小規模小規模小規模小規模グループケアグループケアグループケアグループケア加算加算加算加算（（（（240240240240単位単位単位単位））））
→ 障害児に対して、小規模なグループによ
るケアを行った場合に加算。

福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算福祉専門職員配置等加算（（（（4444～～～～10101010単位単位単位単位））））
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の
資格保有状況に応じて加算、➁児童指導員
又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上
又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上。

○○○○ 主主主主なななな人員配置人員配置人員配置人員配置○○○○サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容

■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児にたいし
て、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

■■■■ 児童指導員及児童指導員及児童指導員及児童指導員及びびびび保育士保育士保育士保育士
・主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・主として肢体不自由児を入所させる施設

乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上

・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上

■■■■ 児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者 1111人以上人以上人以上人以上

○○○○報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価（（（（平成平成平成平成27年年年年4月月月月～）～）～）～）

○○○○ 事業所数事業所数事業所数事業所数 186（国保連平成27年３月実績） ○○○○ 利用者数利用者数利用者数利用者数 2,148（国保連平成27年３月実績）
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対象サービ
ス

指導項目
（標題）

9 全サービス
通所利用者負
担額の受領

1 全サービス
変更の届出につ
いて

児童発達支
援、放課後
等デイサー
ビス

サービス提供時間帯を通じて障害児の数が10までの時
は、指導員又は保育士を2以上配置する必要がある。し
かし、サービス提供時間帯に送迎を行っており、指導員
又は保育士を2以上配置できていない時間帯があった。

児童発達支
援・放課後等
デイサービス

人員配置3

2 全サービス

指定障害児通
所支援事業者
等の一般原則に
ついて

児童発達支援管理責任者が、利用開始後にアセスメン
ト及び通所支援計画の作成を行っている。

利用者の支援は、通所支援計画に基づいて行う必要が
あることから、利用開始に先だってアセスメント及び通所
支援計画の作成を行うこと。

実地指導等での主な指導事項の概要（運営基準編）

改善を要する事項に係る事例等
（誤った取扱い事例等）

事業者として対応が求められる内容
（適正な取扱い等）

5 全サービス
内容及び手続の
説明及び同意

・　利用申込者に対しサービスの選択に必要な重要事項
を記した重要事項説明書に必要な事項である従業者の
勤務体制及び事故発生時の対応についての記載漏れ、
苦情相談担当窓口としての苦情解決責任者及び苦情受
付担当者の一方しか記載されていない。
・　重要事項説明書に記載された営業時間が運営規程
と相異していた。

・　利用申込者に対しサービスの選択に必要な重要事項
を記した重要事項説明書には、運営規程の概要、従業
者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等
の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要
事項を記載すること。
・　運営規程と重要事項説明書の記載内容が整合する
こと。

利用契約書にサービス提供開始年月日の記載がなかっ
た。

利用契約書には、サービス提供開始年月日を必ず記載
すること。

サービス提供時間帯（送迎の時間を除く。）を通じて障害
児の数が10までの時は、指導員又は保育士を2以上配
置する必要がある。サービス提供時間内に送迎を行う
場合であっても、サービス提供時間帯を通じて、障害児
の数が10までの時は、指導員又は保育士を2以上配置
する体制を確保すること。

8 全サービス
サービスの提供
の記録

サービスの通所利用者について、当該サービスの提供
に際し、そのサービスの提供日、内容その他必要な事項
を、その都度記録するとともに、利用者からサービスを
提供した旨の確認をその都度受けておらず、月まとめで
利用者確認が行われていた。

サービスの通所利用者については、当該サービスの提
供に際し、そのサービスの提供日、内容その他必要な事
項を、その都度記録するとともに、利用者からサービス
を提供した旨の確認をその都度（利用日ごと）受けるこ
と。

定款、役員の変更について、変更があった日から１０日
以内に知事に届け出されていない。

変更の届出については、変更があった日から１０日以内
に知事に届け出ること。

7 全サービス
契約支給量の
報告等

受給者証の契約日記入欄に支給決定期間の更新日が
記載されていた。

4
児童発達支
援・放課後等
デイサービス

職務の専従

通所利用者負担額等の支払いを受けたが、領収証を交
付していなかった。（領収証に事業者名・事業所名・サー
ビス提供月・サービス提供内容等を記載していなかっ
た。）

通所利用者負担額等の支払いを受けた場合は、領収証
を交付すること。
領収証には、事業者名・事業所名・サービス提供月・
サービスの具体的内容・利用者名・領収金額等を記載
すること。

同一建物で、同一時間帯に実施している日中一時支援
事業との職員の区別が明確でない。

放課後等デイサービスの従業者が同一時間帯に日中一
時支援の提供にあたることがないようにすること。

6 全サービス
利用契約時の
市町村への報
告について

利用契約を締結したときの市町村への報告がなされて
いない。

児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士等、資
格や実務経験等を有する従業者の配置が必要とされて
いるにもかかわらず、本人からの申し出のみで確認し、
資格証や実務経験証明書等で実際の確認を行っていな
かった。

資格や実務経験等を有する従業者の配置が必要とされ
ている場合には、あらかじめ資格証や実務経験証明書
等で資格等を確認すること。

受給者証の契約日記入欄には、利用契約締結日を記入
すること。

利用契約を締結したときは、支給決定市町村の担当部
署に連絡をし、その指示に従い、報告を行うこと。
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対象サービ
ス

指導項目
（標題）

改善を要する事項に係る事例等
（誤った取扱い事例等）

事業者として対応が求められる内容
（適正な取扱い等）

13 全サービス
勤務体制の確
保等

16

11 全サービス
障害児通所給
付費の額に係る
通知等

法人の役員である従業者について、出勤簿・タイムカー
ド等の勤務時間を確認できるものが作成されていなかっ
た。

事業者は、原則として月ごとに従業者（法人役員・管理
者等を含む）の勤務表を作成し、日々の勤務時間、常
勤・非常勤の別、管理者との兼務等を明確にすること。
また、その記録を保管すること。

15
児童発達支
援・放課後デ
イサービス

定員の遵守につ
いて

事業所において、定員を超過した受け入れがあった。

地域の消防機関等及び関係者の連絡先一覧表並びに
避難経路図が作成されていない。

児童発達支援管理責任者が、通所支援計画の原案を
作成する前に、当該計画の作成に係る会議を開催して
いた。

児童発達支援管理責任者は、通所支援計画の原案を
作成し、その上で通所支援計画の作成に係る会議を開
催し、計画の原案の内容について担当者の意見を求め
る必要がある。今後は計画の原案を作成した上で会議
を開催し、計画の原案について意見を求めること。なお、
通所支援計画の作成に係る会議についても、その会議
記録を整備することが望ましい。

通所支援計画に記載された作成者が、児童発達支援管
理責任者ではなく他の従業者（支援員）になっている事
例が見受けられた。

ロッカーの上の荷物や指導訓練室内の棚等について、
地震対策が十分でない。

ロッカーの上や棚等から、ものが落下しないような措置
をとること。

児童発達支
援・放課後デ
イサービス

10 全サービス
通所利用者負
担額に係る管理

上限管理を行う場合に、利用者負担額合計額を市町村
に報告していない。

上限管理を行う場合には、「利用者負担上限額管理結
果票」等を活用して市町村に報告すること。

法定代理受領により市町村から障害児通所給付費の支
給を受けた場合に、通所給付決定保護者に対しその額
を通知していない。

非常災害対策に
ついて

通所支援計画に
ついて

全サービス12

非常災害時における通報及び連絡体制を整備するため
に、地域の消防機関等及び関係者の連絡先一覧表並
びに避難経路図（避難場所を明示）を作成し、当該連絡
先一覧表及び避難経路図を掲示する等、全ての従業者
がその内容を熟知できるよう周知すること。

法定代理受領により市町村から障害児通所給付費の支
給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対しその額
を通知すること。

14 全サービス
運営規程につい
て

運営規程に記載されたサービス提供時間について、運
営実態と整合していない。

運営規程に記載されたサービス提供時間について、運
営実態と整合するよう運営規程を改正すること。

児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成
した際に、希望する保護者のみに計画を交付していた。

非常災害への対応に対する具体的計画が作成されてい
なかった。
避難訓練等が実施されていなかった。

事業者は、想定される非常災害の種類ごとに、その規模
及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具
体的計画を策定するとともに、関係者との連絡体制を整
備し、従業者に周知すること。

通所支援計画の作成に関する業務は、児童発達支援管
理責任者が担当するものであり、今後は誤った記録とな
らないよう適正な記録の整備を行うこと。

障害児通所給付費の減算の有無に関わらず、原則とし
て定員は遵守すべきものであり、利用定員を超えた受け
入れについては、適正なサービスの提供が確保されるこ
とを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の障
害児を受け入れる必要がある等やむを得ない事由が存
在する場合に限り可能とされていることに留意し、受け
入れを判断すること。

児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成
した際には、全ての保護者に交付すること。
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対象サービ
ス

指導項目
（標題）

改善を要する事項に係る事例等
（誤った取扱い事例等）

事業者として対応が求められる内容
（適正な取扱い等）

保育所等訪
問支援

身分を証する書
類の携行

18 全サービス
秘密保持につい
て

21

保育所等訪問支援事業所の従業者に、身分を証する書
類を携行させていなかった。

保育所等訪問支援事業所の従業者には、身分を証する
書類を作成、交付し、初回訪問時及び障害児及びその
保護者又は訪問先施設等から提示を求められたとき
は、これを提示できるようにすること。

20 全サービス
会計の区分につ
いて

指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービス
の事業の会計を区分して管理していない。

福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はそ
の家族に関する情報を提供する際に、口頭で当該障害
児又はその家族の同意を得ている。

福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はそ
の家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ書
面で当該障害児又はその家族の同意を得ること。

19 全サービス
事故発生時の
対応について

サービス提供時の事故について、県及び市町村に報告
していない。

17 全サービス 掲示について

運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、
苦情解決措置の概要その他利用申込者のサービスの
選択に資すると認められる重要事項が掲示されていな
い。

事業所の見やすい場所に、左記の利用申込者のサービ
ス選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービス
の事業の会計を区分して管理すること。なお、年度途中
での会計処理の変更が困難な場合は、新年度から適切
な管理を行うこと。

死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥
等サービス提供時の事故により、　医療機関に入院又
は治療したもの及びそれと同等の医療処置を行った場
合は、速やかに県及び市町村に報告すること。
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（（（（５５５５
））））中
間
評
価

中
間
評
価

中
間
評
価

中
間
評
価
とととと
修
正
修
正
修
正
修
正

①①①①
支
援
計
画

支
援
計
画

支
援
計
画

支
援
計
画
のののの
中
間
評
価

中
間
評
価

中
間
評
価

中
間
評
価

②②②②
支
援
計
画

支
援
計
画

支
援
計
画

支
援
計
画
のののの
修
正
修
正
修
正
修
正

＊＊＊＊

他
機
関

他
機
関

他
機
関

他
機
関
と
の
と
の
と
の
と
の
連
携
連
携
連
携
連
携

＊＊＊＊

就
学
就
学
就
学
就
学
・・・・卒
業
等

卒
業
等

卒
業
等

卒
業
等
のののの
移
行
期
支
援

移
行
期
支
援

移
行
期
支
援

移
行
期
支
援

定期的に定期的に定期的に定期的に
繰り返し！繰り返し！繰り返し！繰り返し！

障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
と
の
連
携

（障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
／
正
式
な
計
画
）

事業所事業所事業所事業所
におけるにおけるにおけるにおける

児童期は特に互い児童期は特に互い児童期は特に互い児童期は特に互い
に連携を取り合い、に連携を取り合い、に連携を取り合い、に連携を取り合い、
情報を交換しながら、情報を交換しながら、情報を交換しながら、情報を交換しながら、
同時並行して状況同時並行して状況同時並行して状況同時並行して状況
把握をしていくとい把握をしていくとい把握をしていくとい把握をしていくとい
うイメージの方が現うイメージの方が現うイメージの方が現うイメージの方が現
実的だと思います。実的だと思います。実的だと思います。実的だと思います。

・初期面接時の情
報が整理されてい
るか
・事業所として利
用者のニーズに応
えられるか
・サービスの選択
と利用契約内容は
適切か
・初期状態の把握
は適切にできてい
るか

・到達すべき目標
の設定は妥当か
・サービスの期間
設定や利用領域は
適切か
・ニーズの個別支
援計画への反映は
十分か
・利用者への十分
な説明と合意が得
られているか

・支援目標に対する到達
状況はどうか
・サービスは適切に提供
されているか
・他系事業活用の必要性
がある場合は、利用者と
も合意ができているか
・定期的な中間評価に基
づく対応（支援内容のズ
レや不足に対する修正）
や記録は妥当か
・関係機関との連携は十
分か

・目標は達成
されたか
・利用者は満
足しているか
・契約は履行
されたか
・サービス提
供職員の意見
・次の目標へ
の準備はでき
ているか

サービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェックサービス内容のチェック

（
１
）
初
期
面
接
時
の
状
況
把
握

（
２
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト

（
３
）
個
別
支
援
計
画
の
作
成

（
４
）
個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
５
）
中
間
評
価
と
修
正

（
６
）
終
期
評
価
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放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容

（
平
成

27
年

2月
20
日
時
点
）

総 則

従
業
者
向
け

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者

向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

設
置
者
・
管
理
者
向
け

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

◆
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨

◆
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
的
役
割

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
保
障
／
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
後
方
支
援
／
保
護
者
支
援

◆
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
姿
勢
と
基
本
活
動

基
本
活
動
：
自
立
支
援
と
日
常
生
活
の
充
実
の
た
め
の
指
導
訓
練
／
創
作
活
動
／
地
域
交
流
／
余
暇
の
提
供

◆
事
業
所
が
適
切
な
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
運
営
管
理

○
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
の
提
供
と
支
援
の
質
の
向
上

環
境
・
体
制
整
備
／
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
適
切
な
事
業
所
の
管
理
／
従
業
者
等
の
知
識
・技
術
の
向
上
／
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

計
画
に
基
づ
く
適
切
な
支
援
／
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

○
子
ど
も
と
保
護
者
に
対
す
る
説
明
責
任
等

運
営
規
程
の
周
知
／
子
ど
も
と
保
護
者
に
対
す
る
、
支
援
利
用
申
請
時
・利
用
開
始
時
の
説
明
／
保
護
者
に
対
す
る
相
談
支
援
等
／

苦
情
解
決
対
応
／
適
切
な
情
報
伝
達
手
段
の
確
保
／
地
域
に
開
か
れ
た
事
業
運
営

○
緊
急
時
の
対
応
と
法
令
遵
守
等

緊
急
時
対
応
／
非
常
災
害
・防
犯
対
策
／
虐
待
防
止
／
身
体
拘
束
へ
の
対
応
／
衛
生
・健
康
管
理
／
安
全
確
保
／
秘
密
保
持
等

-203-
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障障発 0307第１号 

平成 28年３月７日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  児童相談所設置市 

 

                       厚生労働省社会・援護局 

                         障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の 

通所給付決定に係る留意事項について 

 

 

 障害児通所支援事業の運営等については、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」

という。）等に基づき行われているところであるが、近年、特に放課後等デイサービスにつ

いて、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障

害児を集めている事例等があるとの指摘がある。 

このため、今般、障害児通所支援について、発達支援を必要とする障害児のニーズに的

確に対応する観点から、下記のとおり留意事項をまとめたので、これを参考として障害児

通所支援の質の向上及び支援内容の適正化により一層努められたい。 

 また、各都道府県におかれては、貴管内市区町村、関係機関等に周知徹底を図るととも

に、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

１．障害児通所支援の質の向上に向けた留意事項について 

 (1) 指定障害児通所支援事業者の指導の徹底について 

指定障害児通所支援事業者の指導に当たっては、法及び児童福祉法に基づく指定通

所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 15

号。以下「基準省令」という。）等により行われているが、障害児通所支援のより一層

の支援の質の向上を図るため、指定障害児通所支援事業者の指定、指導監査、会議等

の情報伝達の場など、あらゆる機会を通じて、特に以下の法令の規定について指導の

徹底を図られたい。 

① 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他

の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。  

   （法第 21条の５の 17第２項） 

② 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒ん

ではならない。 

（基準省令第 14 条。第 54 条の５（基準該当児童発達支援）、第 64 条（指定医療型

発達支援）、第 71 条（指定放課後等デイサービス）、第 71 条の４（基準該当放課後

等デイサービス）及び第 79条（指定保育所等訪問支援）の規定により準用する場合

12



を含む。） 

③ 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（基準省令第 26条第３項。第 54条の５、第 64条、第 71条、第 71条の４及び第 79 

条の規定により準用する場合を含む。） 

    

(2) 放課後等デイサービスガイドラインの活用の徹底等について 

指定放課後等デイサービス事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化を図るため、

以下により、放課後等デイサービスガイドライン（以下「ガイドライン」という。）の

活用の徹底等を図られたい。 

  ① 指定放課後等デイサービス事業者の指定、指導監査、会議等の情報伝達の場など

のあらゆる機会を通じて、指定放課後等デイサービス事業者に対し、ガイドライン

の周知徹底を図ること。その際、指定放課後等デイサービス事業者がガイドライン

別添の自己評価表を活用して適切に自己評価を行うこと、改善目標に沿って支援内

容を改善すること、自己評価結果を公表すること等を促すように努めること。 

② 指定放課後等デイサービス事業者によるガイドラインの自己評価結果の公表状況

の把握に努めること。 

③ 指定放課後等デイサービス事業者への指導・助言にあたっては、ガイドラインを

活用すること。 

 

２．障害児通所給付費等の通所給付決定の留意事項について 

市町村による障害児通所給付費等の通所給付決定については、障害児通所給付費等

の通所給付決定等について（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 14 厚生労働省障害保健

福祉部長通知）においてその取扱いを示しているところであるが、障害児本人の発達

支援のためのサービス提供を徹底するため、以下のとおり平成 28年４月１日以降分の

障害児通所給付費等の通所給付決定における留意事項をまとめたので、適切な運用に

努めていただきたい。 

① 障害児通所支援は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行うものである。障害児

通所給付費等の通所給付決定にあたっては、障害児本人の最善の利益を図り、その

健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な

支給量について適切に判断し、決定すること。 

② 主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時

的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用するこ

と。 

  支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、適切な一月当

たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則として、各月の日数から８日

を控除した日数（以下「原則の日数」という。）を上限とすること。ただし、障害児

の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用する

ことができるものとするが、その場合には支給決定前にその支援の必要性（支援の

内容とそれに要する時間等）について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要

な日数を決定すること。 

③ 障害児についても、保育所、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等の

一般施策を利用（併行利用を含む。）する機会が確保されるよう、例えば保育所等訪

問支援の活用など、適切な配慮及び環境整備に努めること。 

13



14



15



障害者虐待防止法の概要障害者虐待防止法の概要障害者虐待防止法の概要障害者虐待防止法の概要

目 的目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ
て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の
禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、
養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及
び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）
①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の
早期発見の努力義務規定を置く。
２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待
防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 障害福祉サービス事業者等の責務
・従事者等の研修の実施、苦情処理の体制の整備、その他の虐待防止等のための措置

虐待防止施策虐待防止施策

養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待

[[[[市町村市町村市町村市町村のののの責務責務責務責務]]]]相談等、居室確保、連携確保
[[[[設置者等設置者等設置者等設置者等のののの責務責務責務責務]]]] 当該施設等における障害者に対

する虐待防止等のための措置を実施

[[[[事業主事業主事業主事業主のののの責務責務責務責務]]]] 当該事業所における障害者に対する

虐待防止等のための措置を実施

[[[[スキームスキームスキームスキーム]]]] [[[[スキームスキームスキームスキーム]]]] [[[[スキームスキームスキームスキーム]]]]

市
町
村

市
町
村

都
道
府
県

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

市
町
村

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・
「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。
２ 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団

体等との連携協力体制を整備しなければならない。
３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の
利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を 講ずる。
４ 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な
措置を講ずるものとする。

その他その他

通報

①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適切
な行使
②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの
法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局労働局都道府県都道府県市町村市町村
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平成２６年度における障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９
号）第２０条の規定により、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの障害者福
祉施設従事者等による障害者虐待の状況等について、公表する内容は次のとおりである。

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 ５ 件

《上記の詳細》

性 別 女性(１人) 男性(１人) 男性(１人) 男性(１人) 女性(１人)

年齢階級 55～59歳 20～24歳 15～19歳 15～19歳 55～59歳

障害種別
身体障害

知的障害 発達障害 知的障害
身体障害

知的障害 知的障害

障害者虐待の類型 身体的虐待 身体的虐待 身体的虐待 身体的虐待 心理的虐待

施設・事業所の 障害者支援 障害者支援 放課後等デ 放課後等デ 障害者支援
主なサービス種別 施設 施設 イサービス イサービス 施設

虐待を行った
生活支援員 保育士 管理者 指導員 生活支援員

障害者福祉施設
（１人） （１人） （１人） （１人） （１人）

従事者の職種

障害者虐待に対 再発防止に 再発防止に 職員研修の 職員研修の 職員研修の
して取った措置 向けた職員 向けた職員 実施、職員 実施、職員 実施や職員

研修や再発 研修の実施 倫理要領や 倫理要領や 間の応援、
防止策の策 や組織体制 対応マニュ 対応マニュ 協力体制の
定を指導 の見直し等 アルの整備 アルの整備 強化等を指

を指導 等を指導 等を指導 導

（参考）平成２６年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況 （単位：件）

障害者福祉施 養護者による 使用者による
設従事者等に 虐待 虐待
よる虐待

通報・届出件数 ２５ ６３ １２

うち障害者虐待 ５ ２８ ※2 １

身 体 的 ４ １５ １
障害者

性 的 ０ ３ ０
虐待の

心 理 的 １ ８ １
内訳

放棄・放任 ０ ８ ０
※1

経 済 的 ０ ９ ０

※1 虐待の内訳は、重複している
※2 虐待の疑いがあるため、労働局に報告した件数

被
虐
待
者
の
状
況
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虐
待
防
止
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

①
早
期
発
見
・
早
期
対
応
が
基
本

②
虐
待
の
判
断
や
対
応
は
、
多
様
な
専
門
性
を
持
っ
た
関
係
機
関
を
含

め
た
組
織
的
対
応
が
重
要
。

③
障
害
の
あ
る
人
や
家
族
は
、
虐
待
を
受
け
て
も
自
ら
声
を
あ
げ
ら
れ
な

い
こ
と
が
多
い
。

⇒
組
織
で
チ
ェ
ッ
ク
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
、
風
通
し
の
よ
い
職

場
づ
く
り
を
。

④
障
害
特
性
の
理
解
、
特
性
に
応
じ
た
対
応
、
支
援
技
術
の
習
得

⑤
職
員
の
ス
ト
レ
ス
も
要
因
の
ひ
と
つ
。
ス
ト
レ
ス
の
度
合
い
を
把
握
す

る
た
め
、
職
員
の
面
談
等
を
実
施

⑥
相
談
窓
口
の
周
知
と
迅
速
で
組
織
的
な
対
応
や
人
権
意
識
の
高
揚

な
ど
、
研
修
、
啓
発
に
努
め
る
。

⑦
虐
待
防
止
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioyoryo.html

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
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【福祉事業所向けガイドライン一部抜粋】

知的障害

〔主な対応〕

・言葉による説明などを理解しにくいため、ゆっくり、ていねいに、わかりやす

く話すことが必要

・文書は、漢字を少なくしてルビを振る、文書をわかりやすい表現に直すなどの

配慮で理解しやすくなる場合があるが、一人ひとりの障害の特性により異なる

・写真、絵、ピクトグラムなどわかりやすい情報提供を工夫する

・説明が分からないときに提示するカードを用意したり、本人をよく知る支援者

が同席するなど、理解しやすくなる環境を工夫をする

発達障害

○自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎性発達障害（自閉症スペクトラム）

〔主な対応〕

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く

・肯定的、具体的、視覚的な伝え方の工夫（「○○をしましょう」といったシン

プルな伝え方、その人の興味関心に沿った内容や図・イラストなどを使って説

明するなど）

・スモールステップによる支援（手順を示す、モデルを見せる、体験練習をする、

新しく挑戦する部分は少しずつにするなど）

・感覚過敏がある場合は、音や肌触り、室温など感覚面の調整を行う（イヤーマ

フを活用する、大声で説明せずホワイトボードで内容を伝える、人とぶつから

ないように居場所を衝立などで区切る、クーラー等の設備のある部屋を利用で

きるように配慮するなど）

○学習障害（限局性学習障害）

〔主な対応〕

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く

・得意な部分を積極的に使って情報を理解し、表現できるようにする（ICTを活

用する際は、文字を大きくしたり行間を空けるなど、読みやすくなるように工

夫する）

・苦手な部分について、課題の量・質を適切に加減する、柔軟な評価をする

○注意欠陥多動性障害（注意欠如・多動性障害）

〔主な対応〕

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く
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・短く、はっきりとした言い方で伝える

・気の散りにくい座席の位置の工夫、分かりやすいルール提示などの配慮

・ストレスケア（傷つき体験への寄り添い、適応行動が出来たことへのこまめな

評価）

○その他の発達障害

〔主な対応〕

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く

・叱ったり拒否的な態度を取ったり、笑ったり、ひやかしたりしない

・日常的な行動の一つとして受け止め、時間をかけて待つ、苦手なことに無理に

取組まず出来ることで活躍する環境を作るなど、楽に過ごせる方法を一緒に考

える

【障害児に対する具体的対応例】

〇自己コントロール力をつけるために （障害児①）

自閉症スペクトラム（発達障害）のＡさんは知的にはかなり高い児童ですが、

ちょっとした思い込みや刺激が元で、トイレや空室に長時間（長い場合は１０

時間近く）急に籠もってしまうことが多くありました。

そこで、不適応を起こしそうになった場合（「起こす前」がポイント）に、事

前に決めておいたルールに基づいて（例えば何色かのカードを用意し、イエロ

ーカードを見せたら事務室でクールダウンする、レッドカードであったら個別

対応の部屋に行きたい等）自らがサインを出して対応方法を選択する経験を繰

り返し積むことで、徐々にカードを使用せずに感情の自己コントロールができ

るようになってきました。約半年ほどで不適応を示すことが殆どなくなり、生

活が安定しました。

〇日常生活動作を身につけるために（障害児②）

保育所に通う発達障害児のＢちゃんは、靴をそろえる、トイレにしっかり座

るといった日常生活の動作の一部が十分に身についていません。言葉による説

明よりも、視覚情報による説明の方が伝わりやすいため、これらの動作の順番

を具体化した絵を作成し、必要に応じて見せるようにしています。また、話し

かける際にも、顔を見ながら、穏やかに静かな声で話しかけるようにしていま

す。
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